
No

― ― ― ― ― ― ― ―

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託 ○ 義務である

○ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ） ● 義務ではない

）

4 5 6
在籍学校への
登校人数

月に数回でも学校へ登校できるように
なったことは、完全復帰への前段階の
ステップと考えられる。 人 3 2 3

その他（ 住民生活に光をそそぐ交付金

予算の事業名

一般会計

不登校児童生徒の適応指導事業

会計区分

1.10

25年度計画

7,700

0

7,6721,893

基本目標（章）

①八代の未来を担うひとづくり

具体的な施策と内容

第２章　郷土を拓く人を育むまち

法令による実施義務
（該当欄を●）

終了年度 未定合併前

八代市適応指導教室設置要綱

開始年度

01

（
も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
の
数
値
化

）

成
果
指
標

指標名

不登校児童生徒の適応指導事業

①「生きる力」を身につけた子どもの育成

（１）学校教育の充実

施策の展開（項）　【施策】

基本目標（章）

（
も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
の
数
値
化

）

成
果
指
標

コ
ス
ト

総事業費

従事者数

財
源
内
訳

国・県支出金

指標設定の考え方

人

80 86

27年度計画

33

89

千円

千円 2,206 7,672

7,700

0

3,834

7,672

0

人

7,700

1.101.10

7,700

7,672

千円

0

11,554 2,938

目的

千円 15,338

15,372

25年度見込

1,891 0

事業開始時点からこ
れまでの状況変化
等

事
務
事
業
の
概
要

成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

7,672

0 0

15,372千円

6,772 7,672

23年度決算 26年度見込

14,472

市債

使用料・手数料

千円 2,204

単位

八代市の小・中・特別支援学校に在籍する小
中学生で、何らかの事情により、長期間欠席し
ている児童生徒。

対象（誰・何を）

（Ｄo）　事務事業の実施

15,372

24年度予算

23,038

①学習指導・・・教科免許を持つ指導員を配置し、国語・社会・数学・理科・英語の５教科の学習及び、美術・体育等の実技を行っている。
②生活指導・・・個別、全体での指導。
③ボランティア・交流活動・・・図書館での奉仕活動、地域の清掃活動、幼稚園児、婦人会との交流会等を実施
④体験活動・・・夏季キャンプ、宿泊教室、農業体験活動等を実施
⑤保護者・学校との連携・・・毎週１回と月１回、出欠状況と子どもの様子を在籍校に報告。年４回保護者会を実施。開級式・閉級式時、
　学校と生徒の面談を実施。随時、保護者との個人面談や学校との情報交換を行い、指導内容や子どもの様子等について報告。
⑥関係機関との連携・・・子どもの課題に応じて、関係機関と連携した検討会議の実施。

個別や小集団での相談、指導を行うとともに、学習や様々な体験・交流活動を通じて、自
主性や意欲を高め、学校への登校及び復帰を目指す。

不登校問題は、学校教育における大きな課題の一つであり、学校復帰を支援する機関として、本教室を平成４年２学期に創設した。八代
市における不登校児童生徒数は、学校の取り組みにより近年減少傾向にあるが、いまだ約１００名が不登校状態にある。また、不登校児
童生徒の中に、ＡＤＨＤやアスペルガー症候群等の発達障害と思われる児童生徒も見られることから、支援にあたっては、特別支援教育
に関する視点も必要である。在籍数については、平成２０年度１４人、２１年度１７人、２２年度１９人、２３年度２２人である。

27年度見込

％ 71

内容
（手段、手法

等）

7,700概算人件費（正規職員）

根拠法令、要綱等

事業費（直接経費）

千円

308

実施手法
（該当欄を●）

コ
ス
ト

一般財源

事業期間

22年度決算

施策の大綱（節）　【政策】

完全復帰人数は、本事業の最終目標
である。

完全復帰人数

〈記述欄〉※数値化できない場合

22年度実績

③

①

正規職員

臨時職員等従事者数 7.00

1.10 1.10

5.00 7.00

②

課長名

1.10

4,718

千円

7,700

評価対象年度

単位

人

65

23年度実績

8.008.008.00

24年度見込

40

所管部長等名 教育部長　北岡　博123 事務事業評価票

平成２３年度

事務事業名

所管課・係名

塚副　徹

学校教育課 保健体育係

不登校児童生徒の適応指導事業
「主なる事業の執行状
況調」における件名又
は事業名

26年度計画

0

会計区分

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

      施策の体系
（八代市総合計画の
実施計画における
位置づけ）

1

適応指導教室
への出席率

事業コード（大－中－小）

1

83

12,418

　　コスト・成果指標の推移

77

2

欠席日数の減少は、意欲の向上と考
えられる
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A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

○ 不要（廃止）

○ 民間実施

○

○ 市による実施（要改善）

○ 市による実施（現行どおり）

● 市による実施（規模拡充）

成
果

増加

低
下

削減

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

適応指導教室にも、発達障害の認定を受けた生徒が在籍しているため、特別支援教育の
充実を図るためにも、その教育を専門とする人材を確保することが今後の課題である。

③

①

②

（今後の方向性の理由）

①

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

平成２３年度から、国の交付金「住民生活に光をそそぐ交付金事業」
を活用し、開級日数を増やし、月、水、金曜日の午後も開級して開級
時間を延長した。その結果、引きこもりや生活の乱れがみられる生
徒等も来室しやすい環境となった。また、くま川教室の日課が学校の
日課に近づいたことで、学校復帰がしやすくなった。

維
持

コスト

向
上

維持

②

②

①

　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

事業実施の

妥当性

A

改革改善内容

外部評価の実施

活動内容の

有効性

実施方法の

効率性

④

③

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

A

決算審査特別
委員会における
意見等

今後の方向性
（該当欄を●）

○

改革改善による期待成果

無 実施年度

家庭から出て、社会と接触したり、人との関わりを持ったりすることは、引きこもりや不登校解消
に向けた第一歩と考え、今後も午後も開級して開級時間を延長し、来室しやすい環境を整備す
る。
また、不登校の要因・背景が多様であるため、一人一人の課題に応じたきめ細かな対応が必
要である。
交付金が今年度までの２ヶ年であるため、来年度も財源を確保し、今後も現状の形態で事業を
継続していく必要がある。

（委員からの意見等）

A

A

A

A

A

（現状分析等）

不登校児童生徒の自主性や自立心を育て、学校復帰や中学校卒業
後の進路につなげることは、将来、社会生活を主体的に生きる力の
礎となる。また、ひきこもり児童生徒の居場所として、ひきこもり対策
としても有効性が大きい。
学校だけの問題でなく、関係機関や協力団体と連携しながら対応し
ていく必要があるため、市が主体となって取り組むべき事業である。

（現状分析等）

（現状分析等）

在籍校との連携・調整が不可欠であるため、教育委員会で管轄・実
施する必要があり、児童生徒自身や家庭環境など個人情報を取り扱
うため、民間委託等にそぐわない。また、市内に同様の民間施設は
存在しない。指導員については、学習指導、生徒指導、教育相談等
多岐にわたる指導技能を求められるため、教職経験を持つ退職され
た先生方に依頼をしている。入級してくる児童生徒の多くが課題を持
ち、指導員の苦労も多い。これ以上の人件費の削減はできない。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

A

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であるあることは妥当
ですか（国・県・民間と競合していませ
んか）

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか
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